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令和 4年 4月 19日 

 

お客様 各位 

 

 

新型コロナワクチン２回以上接種・PCR検査等陰性の旅行ご参加条件のご案内（重要） 
 

 

株式会社 農協観光 

 

 

 安心してご旅行に参加したいとのお客様の声にお応えするため、弊社混載旅行商品は政府が推奨する「ワク

チン検査・パッケージ（行動制限緩和の考え）」を導入し、「新型コロナワクチン２回以上接種済み」または「PCR

検査等陰性」を旅行ご参加条件とさせていただいております。ご参加をいただくお客様と従業員、各訪問地で

観光に従事されている皆様の安全を第一に、弊社としては感染拡大防止対策に努めてまいりますので、何卒ご

理解頂きますようお願い申し上げます。詳しくは下記事項にてご確認ください。 

 

記 

 

■新型コロナワクチン２回以上接種済のお客様へ 

出発日時点で２回目接種後 14日以上（アストラゼネカは 15日以上）経過している事が条件となります。

ワクチン接種条件並びに出発日当日ご提示いただく事項につきまして、以下にご案内致しますのでご確認

ください。また、２回目接種済みの方でも条件を満たされていない場合は、PCR検査等を受検頂きます。 

 

 １）ワクチン２回接種のワクチンの有効性を得る日数について（厚生労働省より） 

   ・ファイザー製（７日目）・武田モデルナ製（１４日目）・アストラゼネカ（１５日目） 

【一例】旅行出発が 11月 25 日の場合の有効な２回目接種日 

        ・ファイザー製（11/18以前） ・武田モデルナ製(11/11 以前) 

・アストラゼネカ製（11/10 以前）   となります。 

    ※3 回接種済みの場合、3 回目接種からの経過日数に関わらず参加条件を満たしている事となります。 

 

  ２）ワクチン２回以上接種証明書の提出について 

「ワクチン２回以上の接種済」の証明書を FAX またはメール（写真データ）にてお送り頂きますよう

お願い申し上げます。（FAX・ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽは以下となります。） 

＊FAX📠（086-232-0787） 

＊ﾒｰﾙ📨（ callcenter@ntour.co.jp） 
※FAX・ﾒｰﾙ時のお願い）宛先は N ﾂｱｰｺｰﾙｾﾝﾀｰ担当者宛とし,申込旅行名と申込出発日の記入をお願い致します。 

 

■ワクチン接種の証明書について■ 

「新型コロナウイルスワクチン予防接種済証（臨時）」枠内又は「新型コロナウイルスワクチン接種証

明書」全面のいずれかの「コピー(提出又は FAX)」または「写真データ(ﾒｰﾙ)」にて確認させて頂きます。 
 

「ワクチン予防接種済証（臨時）」            「ワクチン接種証明書」   「ワクチン３回目接種証明書」 

   
 

 

 

mailto:callcenter@ntour.co.jp


■PCR検査受検（抗原定量検査・抗原定性検査でも可）のお客様へ 
新型コロナウイルスワクチン未接種のお客様は、PCR検査（抗原定量検査を含む）、抗原定性検査を受検い

ただき陰性（または低リスク）である事を条件にご旅行にご参加いただけます。現在数々の検査キットが販

売されておりますが、すべての検査キットが対象とはなりません。対象となるものは以下の通りとなります。 
 

１）検査キットについて 

PCR検査キットは「医療機関」または「衛生検査所登録機関」が結果を判断するものが適用となります。

市販の検査キットであっても適用にならない検査キットがありますので十分ご注意ください。当社推奨

の会社は以下の通りです(その他の詳細は厚生労働省の HP にてご確認ください)。また、「抗原定性検査

キット」は薬事承認されたもののみが適用となります。一部の薬局や医療機関で取り扱っておりますが、

出発前日に予約が可能な場合にのみ検査が可能となることから、弊社では PCR 検査キットを推奨してお

ります。いずれにしても、早めにご自身で確認をいただき、検査予約・受検をお願いいたします。 
 

２）検体採取について 

◎PCR 検査の場合 

出発日の前日から起算して 3 日前に当たる日以降に採取の検体(主に唾液)で検査いただきます。4 日前

以前の検体検査は無効となります。 

◎抗原定性検査の場合 

出発日前日採取の検体での検査となります。それ以前の検体での検査は無効となります。 

※ワクチン検査パッケージ・対象者全員検査等定着促進事業(無料での原則抗原定性検査)が、令和 4年

6 月 30日まで実施されています。各都道府県の HPをご自身で確認いただき、出発日前日に検査予約が

出来る場合にのみ利用が可能です。 
 

 ３）検査陰性証明の提示について 

旅行出発日当日、添乗員に検査結果が陰性の証明ができる書類(コピー可)または写真データをご提示い

ただきます。※書面での提出は不要です。 
 

４）検査結果が「陽性」結果となった場合について 

検査結果が陽性となった場合、速やかにお申込店舗まで連絡いただくと共に、最寄の保健所、医療機関に

連絡をお願いいたします。尚、陽性結果となった場合は、弊社から旅行の解除となり、取消料は免除とな

ります。陰性結果の場合の連絡は不要です。 
 

▶▶▶おすすめ PCR 検査キット（お客様ご自身でご購入をお願い致します。）▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶ 

A．にしたんクリニック  https://pcr.nishitanclinic.jp/ 

B．木下グループＰＣＲ検査センター  https://covid-kensa.com/ 

C．Setolabo 衛生検査所  https://setolabo.jp/ 
 

■その他のご案内・ご注意 
・ いずれの書類もご提出いただけない場合、お申込のご旅行には参加いただけません。その際は所定の取

消料を申し受けますので、予めご了承ください。 

・ いずれのお客様においても、ご出発３日前から体温や体調を「健康チェックシート（最終案内書類に同

封）」に明記いただき、必ず当日添乗員にご提出いただきます。ご旅行当日 37.5度以上の発熱や「健康チ

ェックシート」の記入内容により当社が体調不良と判断した場合は、ツアーご参加をお断りさせていた

だきます。その場合、お預かり致しております代金全額は返金させていただきますが、集合場所までの交

通費や前泊費用はお客様負担となります。また旅行途中に体調不良となった場合は、離団いただく場合

もございます。離団（離団判断は当社よりご案内いたします）に伴い、お受け頂けなかったサービス相当

額は返金させていただきますが、お帰りに伴う交通費はお客様ご負担となります。 
 

・ 弊社は勿論、ツアーにご参加いただくお客様にも感染防止・拡大防止に伴うお願いを致しております。最

終行程表と合わせてご案内致しますのでご確認ください。 
 

・ 12 歳未満のお客様は、同行する保護者が参加条件を満たしている場合は、書類を提出しなくても参加可

能となります。 
 

当条件は、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室発信の「ワクチン・検査パッケージ」の考えを

導入し、旅行実態における「感染リスクが高まる場面」「無症状の感染者がツアーに参加される事」等を想定

し、西日本地区合同企画旅行（混載商品）については、当面の間は当対応とさせていただきます。お客様が

ご安心してご旅行をお楽しみいただくため、弊社は感染再拡大防止に最善を尽くしてまいりますので、何卒

ご理解とご協力を宜しくお願い申し上げます。 
 

 

以上 

不明な点がございましたら、お申込販売店までお問合せください。 

https://pcr.nishitanclinic.jp/
https://covid-kensa.com/
https://setolabo.jp/

